
役
所
正
面
玄
関
前
（
元
町
）　
〈
対

象
〉
中
学
生
以
上　
〈
費
用
〉
５
０

０
円（
大
学
生
以
下
は
無
料
）（
保
険
代

を
含
む
）　
〈
申
込
〉当
日
受
け
付
け

ま
す
。事
前
申
込
は
不
要　
〈
持
ち

物
〉
弁
当
（
昼
食
）、
飲
み
物
、
タ

オ
ル
、
着
替
え
、
雨
具　
〈
問
い
合

わ
せ
先
〉
21
世
紀
の
朝
鮮
通
信
使

友
情
ウ
ォ
ー
ク
の
会
（
中
村
さ
ん
）

☎
０
９
０-

９
６
７
７-

７
２
２
９

番
、
Ｅ
メ
ー
ルsu-nakam

ura@
sb.dcns.ne.jp

こ
れ
か
ら
始
め
る
「
日
本
語

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
の
た
め
の

講
習
会

〈
内
容
〉
外
国
人
に
日
本
語
を
教

え
る
方
法
の
基
礎
か
ら
実
践
ま
で

を
学
び
ま
す
。　
〈
日
時
〉
５
月

10
日
〜
６
月
７
日　

毎
週
日
曜
日　

午
前
10
時
〜
同
11
時
30
分　
〈
場

所
〉
西
地
区
公
民
館
（
本
町
一
丁
目
）
　

〈
対
象
〉
18
歳
以
上
（
高
校
生
は
除
く
）
　

〈
費
用
〉
千
円　
〈
申
込
期
限
〉
５

月
７
日
㈭　
〈
申
込
・
問
い
合
わ

せ
先
〉
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
日
本
語
教

室
ス
マ
イ
ル
事
務
局
（
吉
岡
さ
ん
）

☎
24-

７
２
４
１
番
、
Ｅ
メ
ー
ル　

toshiyuki_yoshioka@
yahoo.

co.jp    21
世
紀
の
朝
鮮
通
信
使

デ
ー
リ
ー
隊
員

〈
内
容
〉
江
戸
時
代
に
日
本
と
韓

国
を
往
復
し
た
使
節
団
で
あ
る
朝

鮮
通
信
使
が
た
ど
っ
た
道
を
歩
く

「
第
５
次　

21
世
紀
の
朝
鮮
通
信

使　

ソ
ウ
ル–

東
京　

日
韓
友
情

ウ
ォ
ー
ク
」
が
開
催
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
行
程
の
中
の
、
彦
根
市

役
所
か
ら
JR
垂
井
駅
ま
で
の
約
34

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
、
日
本
人
や
韓

国
人
な
ど
の
隊
員
と
交
流
し
な
が

ら
歩
き
ま
す
。　
〈
日
時
〉５
月
５

日
（
火
・
祝
）
午
前
７
時
30
分
〜

午
後
５
時
30
分　
〈
集
合
場
所
〉市

国
民
年
金
保
険
料
を

き
ち
ん
と
納
め
ま
し
ょ
う

彦
根
年
金
事
務
所

　

国
民
年
金
は
、老
後
や
も
し
も
の
時
に

あ
な
た
の
大
き
な
支
え
と
な
り
ま
す
。

　

保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
続
く
と
老
後

に
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
る
ば
か
り
か
、納
付
が
遅
れ
る
こ
と
で

障
害
年
金
を
受
け
取
れ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　

保
険
料
は
き
ち
ん
と
納
期
内
に
納
め

ま
し
ょ
う
（
毎
月
の
保
険
料
の
納
期
は
翌
月

末
で
、
２
年
経
過
す
る
と
時
効
に
よ
り
納
め
ら

れ
な
く
な
り
ま
す
）。

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が

困
難
な
と
き

　

国
民
年
金
に
は
、要
件
を
満
た
せ
ば
保

険
料
納
付
が
免
除
さ
れ
る
制
度
や
猶
予

さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。納
付
が
困
難

だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
ま
ま
に
せ
ず
、

保
険
年
金
課
の
窓
口
で
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

▼
納
付
が
困
難
な
と
き

　
（
保
険
料
免
除
制
度
）

　

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
、保
険
料
を

納
め
る
こ
と
が
困
難
な
時
に
利
用
で

き
る
制
度
で
す
。

　

承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
納
付
の
全

額
ま
た
は
一
部
（
４
分
の
３
、
２
分
の
１
、

４
分
の
１
）
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

　

保
険
料
免
除
は
、
本
人
と
配
偶
者
、

世
帯
主
そ
れ
ぞ
れ
の
前
年
所
得
が
一

定
額
以
下
で
あ
れ
ば
承
認
さ
れ
ま
す
。

▼
30
歳
未
満
の
人

　
（
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
）

　

本
人
が
30
歳
未
満
で
あ
る
と
き
に

限
っ
て
利
用
で
き
る
制
度
で
す
。

　

申
請
が
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の

全
額
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

　

納
付
猶
予
は
本
人
と
配
偶
者
の
前

年
所
得
が
一
定
額
以
下
で
あ
れ
ば
、世

帯
主
の
前
年
所
得
に
か
か
わ
ら
ず
承

認
さ
れ
ま
す
。

▼
学
生
の
場
合
（
学
生
納
付
特
例
制
度
）

　

本
人
が
学
生
で
あ
る
と
き
に
限
っ

て
利
用
で
き
る
制
度
で
す
。

　

申
請
が
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の

全
額
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

　

学
生
納
付
特
例
は
、本
人
の
前
年
の

所
得
が
一
定
額
以
下
で
あ
れ
ば
、配
偶

者
や
世
帯
主
の
前
年
の
所
得
に
か
か

わ
ら
ず
承
認
さ
れ
ま
す
。

　　

保
険
料
免
除
な
ど
が
承
認
さ
れ
た
期

間
は
、老
後
に
年
金
を
受
け
取
る
た
め
の

資
格
期
間
に
含
ま
れ
る
だ
け
で
な
く
、万

一
の
時
に
、「
障
害
基
礎
年
金
」
を
受
け

取
る
資
格
期
間
に
も
含
ま
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
失
業
し
た
人
は
、「
離
職
票
」

や
「
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
」
等
を
添

付
す
れ
ば
、前
年
の
所
得
に
関
係
な
く
保

険
料
の
納
付
を
免
除
さ
れ
る
特
例
も
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

彦
根
年
金
事
務
所
（
外

町
）
国
民
年
金
課
☎
23-

１
１
１
４
番
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
23-

９
０
３
８
番

〈
内
容
〉次
の
施
設
の
管
理
運
営
を

行
う
指
定
管
理
者
を
募
集
し
ま
す
。

稲
枝
地
区
公
民
館

〈
管
理
期
間
〉平
成
28
年
４
月
１
日

〜
平
成
32
年
３
月
31
日
（
４
年
間
）　

〈
公
募
要
綱
な
ど
の
配
布
・
申
請
期

間
〉
４
月
20
日
㈪
〜
６
月
５
日
㈮　

〈
公
募
要
綱
な
ど
の
配
布
場
所
〉

教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課（
市
民
会

館
２
階
）
４
月
20
日
以
降
、彦
根
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
も
で
き
ま
す
。　
〈
現
地
説
明

会
〉
募
集
内
容
に
つ
い
て
、
稲
枝

地
区
公
民
館
で
の
現
地
説
明
会
を

行
い
ま
す
。
４
月
28
日
㈫
午
前
10

時
30
分
か
ら
１
時
間
程
度　
〈
申

込
・
問
い
合
わ
せ
先
〉

教
育
委

員
会
生
涯
学
習
課
☎
24-

７
９
７

４
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
23-

９
１
９
０
番

子
ど
も
セ
ン
タ
ー
お
よ
び

ふ
れ
あ
い
の
館

〈
管
理
期
間
〉平
成
28
年
４
月
１
日

〜
平
成
32
年
３
月
31
日
（
４
年
間
）　

〈
公
募
要
綱
な
ど
の
配
布
・
申
請
期

間
〉
５
月
１
日
㈮
〜
６
月
12
日
㈮　

〈
公
募
要
綱
な
ど
の
配
布
場
所
〉

子
ど
も
・
若
者
課
（
福
祉
セ
ン
タ
ー

２
階
）
５
月
１
日
以
降
、
彦
根
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
も
で
き
ま
す
。　
〈
現
地
説
明

会
〉
募
集
内
容
に
つ
い
て
、
子
ど

も
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
の
現
地
説
明

会
を
行
い
ま
す
。
５
月
15
日
㈮
午

後
１
時
30
分
か
ら　
〈
申
込
・
問
い

合
わ
せ
先
〉

子
ど
も
・
若
者
課

☎
49-

２
２
５
１
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
26-

１
７
６
８
番

市
の
施
設
の
管
理
運
営
を
行
う
指
定
管
理
者

▲稲枝地区公民館

◀
子
ど
も
セ
ン
タ
ー
（
写
真
上
）

　
ふ
れ
あ
い
の
館
（
写
真
下
）

◀昨年度の助成対象団
体（特定非営利活動
法人ひまわり）の活
動の様子。

　寸劇や人形劇を通し
て、青少年の健全育
成活動に取り組まれ
ました。

日常生活におけるさまざまな社会的課題の解決に
向けて、福祉、環境、教育、まちづくりなどの幅広い
分野で活躍するＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）、ボ
ランティア団体などによる市民活動が注目されてい
ます。
彦根市では、地域社会の新たな担い手として注目

される市民活動団体が、自主的、自立的に行う社会
貢献活動に対して、その活動に必要な経費の一部を
助成することにより、市民活動を応援しています。
助成対象団体
①ＮＰＯ法人
②ボランティア活動、その他の非営利活動を行う
団体

　※自治会などは対象外

助成対象事業
　市内で行う主に市民を対象とする社会貢献活動　
助成金額等
　助成対象経費の2分の1以内（上限5万円）
交付の制限
①1年度、1団体1事業
②同一団体への助成は通算３回を限度
③他の補助制度などの支援を受けているものは対
象外

申込期間　4月 21日㈫〜5月20日㈬（必着）
申込・問い合わせ先
　 まちづくり推進室（〒522-8501　元町4-2）
　☎30-6117、FAX22-1398
※所定の申請書に必要事項を書き、添付書類を添
えて、 まちづくり推進室に直接提出いただく
か、送付してください。申請書は、 まちづくり
推進室、支所、各出張所、各地区公民館などに
置いています。彦根市ホームページからもダウ
ンロードできます。添付書類など詳しくは、お
問い合わせください。

市民活動を応援します

「ひこね市民活動促進助成事業」

彦
根
城
博
物
館
出
張
講
座

あ
な
た
の
街
の
歴
史
探
訪

〈
内
容
〉
博
物
館
学
芸
員
が
、
各

地
域
の
個
性
的
な
歴
史
と
文
化
財

を
分
か
り
や
す
く
紹
介
し
ま
す
。　

〈
日
時
・
場
所
・
定
員
〉
左
表
の
と

お
り　
〈
費
用
〉
各
回
１
０
０
円

（
資
料
代
）　
〈
問
い
合
わ
せ
先
〉
彦

根
城
博
物
館
学
芸
史
料
課
☎
22-

６
１
０
０
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

６
５

２
０
番

◆時間　各回とも10：00〜 11：30　　　※申込不要（先着順）

日程

5月99日㈯

5月23日㈯

6月13日㈯

7月94日㈯

彦根城下内町大通りの歴史

愛知川の歴史

朝鮮人街道の歴史

中山道周辺の村々の歴史

テーマ

東地区公民館

稲枝地区公民館

南地区公民館

旭森地区公民館

場所 定員

60人

100人

100人

70人
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